
粕屋町建設工事等競争入札参加資格審査申請書提出要領

（平成２２ ・ ２３年度有効分）

平成２２・２３年度において、粕屋町が発注する工事等の請負の入札（見積含む。）に参加を希

望される方は、次の要領により受付けますので、競争入札参加資格審査申請書を提出して下さい。

なお、事務の効率化と利便性や簡素化を図る目的で、原則インタ－ネット方式による申請とし、

インタ－ネット申請に係る必要添付書類は郵送（持参）となります。ただしインターネット環境等

の理由がある場合は、郵送による申請も受付します（但し、書類完備のものに限る。）ので、申

請にあたりましては本要領を熟読のうえ、間違いがないようにご留意をお願いします。

なお、今回から持参による対面受付審査は行いません。

・インタ－ネットによる申請受付は平成２２年２月１日（月）から２月２６日(金)までですが、必要添

付書類の郵送（持参も含む。）は書類不備等の確認をするため２月２２日まで（必着）とします。

・インタ－ネットの接続環境が整っていない方は、申請書等関係書類一式は郵送でも受付けます。

但し、郵送は書類の確認と審査をするため２月２２日まで（必着）とします。

※（注意）書類不備や２月２３日以降の郵送提出分は受理しません。また、別途必要とする書

類を期限内に持参していただく場合がありますので、注意願います。

・業者カ－ド等は指定のものがあり、粕屋町ホ－ムペ－ジで要領・様式等全部をダウンロ－ドで

きます。また、財政課窓口で求められる本要領の印刷物には、粕屋町独自の様式のみだけを

付けていますので不足する申請書等は各々準備して下さい。

なお、インターネットによる申請の場合、業者カード（様式第 25 号）の作成及び提出は不要で

す。

（申請の種類）

◎建設工事関係 ◎測量・建設コンサルタント等 ◎物品・製造・役務提供関係

の３種類があります。「別表１」に分野を掲載していますので、参加を希望する内容を充分確認

して下さい。

（有効期間－全業種共通）

競争入札参加資格審査の結果、競争入札参加有資格者名簿に登載された者は、

「平成２２年４月１日から平成２４年３月３１日まで」の２年間競争入札（見積含む。）について参加

資格を有します。



（申請要領－全業種共通）

(1) 申請者の資格

ア、地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者（後記参照）

イ、国税及び地方税の滞納等がない者

ウ、経営状態が著しく不健全でない者

エ、建設業法による建設業の許可を有する者（建設業のみ）、又は関係機関の許可・認可

等（登録）が必要な者

但し、「建築・土木工事にあっては、発注予定額５０万円に満たない工事、発注予定

額 20 万円以下の委託、物品・役務のサービス提供」などの小規模事業に対しての有

資格者として、別途、小規模工事等関係事業者の指名参加資格審査申請を受付けま

す。申請にあたっては添付書類が簡素化されますので十分注意をして下さい。

オ、平成２２年１月１日直前、１年以上引き続き同種の業務を営んだ実績を有する者

（官公需適格組合を除く。）

(2) 申請業種

◎ 建設工事関係－建設業法の定めによる建設業の許可業種（後記「工事分類表」

による。）

◎ 測量・建設コンサルタント等－設計（建築・設備・土木）、測量、建設コンサルタント、

補償コンサルタント、不動産鑑定、地質調査、等及びこれに類するもの。（後記

「登録部門及び希望業務一覧表」による。）

◎ 物品・製造・役務提供関係－本町と取引を希望するものを選択（後記「希望業種

一覧表」による。）

(3) 受付期間等

・インタ－ネットによる申請が原則ですが、入力以外の添付書類は平成２２年２月２２日ま

でに郵送して下さい。

インタ－ネットによる申請は、平成２２年１月２５日から同年１月２９日までを入力練習期

間とし、仮入力されたデータは業者登録情報へは反映されません。

本申請のデ－タ入力受付期間は同年２月１日（月）から同年２月２６日(金)までですが

早めに入力して下さい。（申請されたデータの修正などのため。）

（業者登録システムアクセスＵＲＬ） http://shinsei.town.kasuya.fukuoka.jp/

若しくは粕屋町ホ－ムペ－ジ（http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/）

よりアクセスできます。

・対面審査（持参）による受付は、今回より行いません。

郵送による申請は、同年２月１日（月）から同年２月２２日（月）までとします。

（当日消印有効）

http://shinsei.town.kasuya.fukuoka.jp/
http://shinsei.town.kasuya.fukuoka.jp/


■コンピュ－タウィルスに対する注意

コンピュ－タウィルスと呼ばれる悪質なプログラムに感染すると、利用者自身のコンピ

ュ－タや他の利用者へ悪影響を及ぼす可能性があります。

対策としては、市販の「アンチウィルスソフトウェア」の使用をお薦めします。

また、新種のウィルスにも対応できるよう最新ウィルス定義デ－タへの更新を推奨します。

■インタ－ネット利用にかかる費用について

粕屋町ホ－ムペ－ジ及び業者登録申請にかかるシステムの利用は無料ですが、接続

時に必要なＮＴＴ公衆回線利用料（電話代）等通信費および契約されているプロバイダ利

用にかかる費用については、利用者の負担となります。

(4) 財政課窓口による要領等の配布期間

「平成２２年１月４日（月）から平成２２年２月２６日（金）までとし、土曜・日曜及び祝日は除

きます。」、代金は無料です。但し、要領等を郵便で求められる場合は、Ａ４版が折らずに

入るサイズで一部であれば１４０円（二部であれば２００円）切手を貼った返信用封筒が必

要です。

(5) 郵送先及び問い合わせ先等

〒811-2392

福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目 1 番１号

粕屋町役場 財政課 管財係

TEL(０９２)９３８－２３１１（代表） 内線２６２ FAX（０９２）９３８－３１５０

粕屋町のﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/

（提出書類等－全業種共通）

ア、競争入札参加資格審査申請書等は粕屋町ホ－ムペ－ジのダウンロ－ドにより出力が可能

です。申請はインタ－ネットにより所定の手続きを経て直接入力して下さい。インタ－ネット申

請以外で手書き等されている場合の申請書は、郵送でも受付けます。（郵送の場合は、２月

２２日必着）。

（福岡県指定・全省庁統一様式・国土交通省様式いずれでも受付け可能ですが、購入する必

要があります。）

申請書の申請者は、本社（店）の代表者とし、印鑑は不要とします。

http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/


・参考までに代表的な販売所を案内します。

様 式 名 称 販売先及び電話番号 郵便番号 所 在 地

県庁内販売所

℡ ０９２－６５１－７５１０

812-8577 福岡市博多区東公

園 7-7 県庁７階

建築都市部建築指

導課内

福岡県指定様式

（福岡土木管内）

福岡土木事務所販売所

℡ ０９２－６４１－０１６１

812-0053 福 岡 市 東 区 箱 崎

1-18-1

粕屋総合庁舎３階

建築指導課内

全省庁統一様式 福岡政府刊行物ｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ-

℡ ０９２－４１１－６２０１

812-0013 福岡市博多区博多

駅東 2-11-1

第１合同庁舎内

国土交通省様式 九州地方整備局本局売店

℡ ０９２－４７１－６３３１

812-0013 福岡市博多区博多

駅東 2-10-7

第２合同庁舎内

＊販売時期や在庫等については、各販売所に確認して下さい。

イ、国税及び地方税の納税証明書又は滞納がない証明書

 国、都道府県分については、納税証明又は未納並びに滞納がない証明書（いずれも税

額の表示なし）

 市町村分については、税目の指定がない未納又は滞納がない証明書

（法人の場合）

・ 国 税……「法人税」及び「消費税・地方消費税」について未納税額のない証明書

（納税証明書その３の３）

・ 都道府県税……「法人県民税」、「事業税」の納税証明書又は未納・滞納がない証明書

・ 市町村税………全ての税金について（税目の指定がない）未納・滞納がない証明書

（個人の場合）

・ 国 税……「申告所得税」及び「消費税・地方消費税」未納税額がない証明書（納税

証明書その３の２）

・ 都道府県税……「個人事業税」の納税証明書又は未納・滞納がない証明書

・ 市町村税………全ての税金について（税目の指定がない）未納・滞納がない証明書



＊ 法人の都民税・市町村民税の場合、東京都２３区の法人は、都の特例として、市町村民税相

当分もあわせて都民税として都税事務所に申告して納められています。

＊ 都道府県税、各市町村税の各証明書は契約の相手先が所在する分です。

 本社のみであれば、本店が所在する都道府県及び市町村のもの

 年間委任状を提出している場合であれば、委任先が所在する都道府県及び市町村のもの

＊ 開設して税を課税されていないものは、「開設届」の写しを提出すること。

上記の証明書は、コピ－で構いませんが申請書提出時の直前３ケ月以内のものに限ります。

ウ、国、都道府県の許可（登録）証明書

建設工事関係 測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等 物品・製造・役務提供関係

・ 建設業許可申請書につい

て、建設業法第３条第１項

の規定による許可書（写し

可）を必ず提出すること。

・ 更新手続き中のものは、

更新手続き済みであること

を確認できる書類を提出

すること。

・ 本町の上下水道課指定工

事店の指定を受けている

者はその許可証の写しを

提出すること。

・ 不動産鑑定、測量、建築

士事務所、環境調査（計

量等）は、登録証明書の

写しを提出すること。

・ 更新手続き中の場合は、

更新手続き済みであること

を確認できる書類を提出

すること

・ 建設業許可申請書につい

て、建設業法第３条第１項

の規定による許可の証明

書（写し可）を必ず提出す

ること。（対象事業のみ）

・ 営業に必要な許可書（写

し可）を提出すること（別表

１ 営業に必要な許可・認

可等一覧表参照）

・ 更新手続き中の場合は、

更新手続き済みであること

を確認できる書類を提出

すること。

エ、工事経歴書、測量等実績調書、営業（納入）経歴書

・ 建設工事関係……………平成２０・２１年度の主な完成工事及び直前２ケ年に着手した

未完成工事について資料を添付すること。

あらかじめ、貴社（者）で作成している経歴書でも可

・ 測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等……平成２０・２１年度の主な完成業務及び直前２ケ年に着手した

未完成業務について資料を添付すること。

あらかじめ、貴社（者）で作成している経歴書でも可



・ 物品・製造・役務提供関係…平成２０・２１年度の主な取引があったものを記載し、業務内

容が分かりにくいものは資料等の添付も可とする。

オ、営業所一覧表

所在地は、正式な住所を記載すること。

あらかじめ、貴社（者）で作成している印刷物又は一覧表でも可

本社(店)のみの場合も提出すること。

カ、登記簿謄本、身分証明書

法人は商業登記簿謄本、個人は身分証明書を提出すること。（３ケ月以内、写し可）

キ、建設工事関係は、経営事項審査結果通知書の写し（Ａ４版）

 審査結果通知書が受付期限までに間に合わない場合は、審査申請書（審査済みの押印

があるもの）、工事種類別完成高及び経営状況分析終了通知書を提出すること。但し、

審査結果通知書を受け取った後は、速やかにその写しを提出すること。

・ 有効期間中に経営事項審査を受け直した場合も提出して下さい。但し、総合点数等登録

内容の変更は致しません。

測量・建設コンサルタント等は、現況報告書を提出して下さい。（建設コンサルタント、補

償コンサルタント、地質調査のみ）

ク、使用印鑑届（任意様式－全業種共通）

実際に本町との取引に使用する印鑑を届け出ること。シャチハタは不可

ケ、委任状（任意様式）

本町との取引を代理人（支店長・営業所長等）に行わせるときに、本社、本店申請で提出す

ること。

コ、誓約書（本町独自様式－全業種共通）

本社、本店名で提出すること。（実印を押印）

サ、技術職員名簿、技術者経歴書

建設工事関係……………建設業法第７条第２号イ、ロ、ハ及び同法第１５条第２号イ、ロ、ハ

に定める専任の技術者（経営事項審査申請様式 別紙ニの写し）

あらかじめ、貴社（者）で作成しているものでも可

測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等……各業務にかかる技術者を記入すること。

あらかじめ、貴社（者）で作成しているものでも可



シ、下水道工事内訳書（本町独自様式－建設工事のうち土木一式関係）

土木工事のうち下水道工事を希望する者のみ提出すること。（実績を参考にします。）

ス、財務諸表（測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等及び物品・製造・役務提供関係）

・ 直前の営業年度１年分を提出すること。

・ 申請書が法人の場合は、貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書

・ 申請者が個人の場合は、所得税青色申告計算書（損益計算書、資産負債調）

を提出すること。この場合、所得税青色申告書ではありませんので注意のこと。

セ、業者カ－ド（本町独自様式－全業種共通）

・ 業者カードはインターネット申請の場合は提出の必要はありません。

（郵送による申請の場合は提出が必要です。）

・ 「競争入札通知」及び「現場説明」の連絡を全てＦＡＸでのやりとりで行いますので、ＦＡＸ番

号も必ず正確に記入して下さい。

・ 代理人に委任した場合は、委任先の所在地、商号、代表者名等を記入して下さい。

・ 自己資本額、技術職員等様式で定められた事項は、別途関係書類（経営事項審査結果通

知書、経営規模総括表、所得税青色申告書等）を参考にして記入して下さい。

・ 町工事（業務）実績は、平成２０年４月から平成２２年１月までにおいて町が発注した工事

（納入）の実績を記載すること。

・ １種類に１枚の提出とし、重複して申請される場合はコピ－して使用して下さい。（例：建設

工事と物品等の場合は、申請書及び添付書類の提出は当然ですが、業者カ－ドも各々の

登録となりますので２枚の提出となります。）

＊小規模工事等関係事業者の登録申請書類（建設業法の但し書きに該当する方）

・ 参加資格審査申請書（希望業種には注意し、統一様式でも可）

・ 建設業（又は営業）許可をもっていれば許可証のコピ－

・ 工事又は営業経歴書（実績が分かるように記載し、過去２ケ年分）

・ 町税にかかる納税証明書（納税している市役所や役場で発行します。）

・ 委任状（代理人がいる場合）



（注意事項－全業種共通）

・ 添付書類は、諸証明書等は複写機による写しで可（鮮明なもの）

・ 証明書は、申請書提出時の直前３ケ月以内のものとする。

・ 申請書を提出するときは、記入内容を説明できる者が持参すること。

・ 郵送による申請は認めますが、期限（２月２２日必着）を遵守して下さい。

・ 書類は楷書で明確に記入すること。

・ 申請書提出後、記載事項等に変更が生じた場合は、直ちに「変更届」に必要書類

を添付のうえ提出すること。

・ 本町に平成２０・２１年度有効分の業者登録がある方には、「平成２２・２３年度粕屋町競争

入札参加資格申請に係る更新手続きについて」が別途ＦＡＸで送信されていますので申請

の際同封願います。

（参考）

地方自治法施行令 《抜粋》

（一般競争入札の参加者の資格）

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該

入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものを参加させるこ

とができない。

２ 普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後２年

間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は

入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

（１） 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者

（２） 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

（３） 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

（４） 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務

の執行を妨げた者

（５） 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

（６） 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理

人、支配人その他の使用人として使用した者



建設業法 《抜粋》

（許可の基準）

第７条第２号 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置くものである

こと。

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

による高等学校（旧中学校令（昭和１８年勅令第３６号）による実業学校を含む。）若しくは中

等教育学校を卒業した後５年以上又は同法による大学（旧大学令（大正７年勅令第３８８号）

による大学を含む。）若しくは高等専門学校（旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による

専門学校を含む。）を卒業した後３年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令

で定める学科を修めたもの

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し１０年以上実務の経験を有する者

ハ 国土交通省がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと

認定した者

第１５条第２号 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であるこ

と。ただし、施工技術（設計図書に従って建設工事を適正に実施するために必要な専門の

知識及びその応用能力をいう。以下同じ。）総合性、施工技術の普及状況その他の事情を

考慮して政令で定める建設業（以下「指定建設業」という。）の許可を受けようとする者にあ

っては、イにその営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの指定により

国土交通大臣が掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならな

い。

イ 第２７条第１項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けよう

とする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定

による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受け

た者

ロ 第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設

工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるも

のに関し２年以上指導監督的な実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者



別表１

業種

ｺ-ﾄﾞ
建設工事関係

業種

ｺ-ﾄﾞ
測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等

業種

ｺ-ﾄﾞ
物品・製造・役務提供

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

土 木 一 式 工 事

建 築 一 式 工 事

大 工 工 事

左 官 工 事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事

石 工 事

屋 根 工 事

電 気 工 事

管 工 事

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事

鋼 構 造 物 工 事

鉄 筋 工 事

ほ 装 工 事

し ゅ ん せ つ 工 事

板 金 工 事

ガ ラ ス 工 事

塗 装 工 事

防 水 工 事

内 装 仕 上 工 事

機械器具設置工 事

熱 絶 縁 工 事

電 気 通 信 工 事

造 園 工 事

さ く 井 工 事

建 具 工 事

水 道 施 設 工 事

消 防 施 設 工 事

清 掃 施 設 工 事

そ の 他

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

測 量 業 者

地 質 調 査 業 者

土 地 家 屋 調 査 士

建 築 士 事 務 所

補 償 コンサルタント

司 法 書 士

建 設 コンサルタント

不 動 産 鑑 定 業 者

計 量 証 明 事 業 者

そ の 他

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

建 設 資 材

燃 料

機 械 器 具

事 務 用 品

教 育 用 品

車 両

消 防 用 機 器

電 気・ＯＡ機 械器 具

医 療 ・理 化 学 用 品

日 用 雑 貨 品

印 刷

看 板 ・ 標 識

そ の 他 物 品

ビ ル 管 理

警 備

設備・機器の保守点検

システム開発（機器）

Ｃ Ｐ ソ フ ト ウ ェ ア

イ ベ ン ト ・ 広 告

リ － ス ・ レ ン タ ル

害 虫 ・ 害 獣 駆 除

その他サ－ビス提供

＊建設工事関係の「その他」とは、建設業法第 3 条第 1 項但し書きの軽微な建設工事や畳工事

業等 １～２８以外の建設業のことです。

＊測量・建設コンサルタント等の「その他」とは、漏水調査及び環境測定等を含みます。

＊物品製造役務関係の車両リースは、車両に含みます。



建設工事関係

《工 事 分 類 表》

業種

ｺｰﾄﾞ
分 類 必要な許可区分 略号

０１ 土 木 一 式 工 事 土 木 工 事 業 （土）

０２ 建 築 一 式 工 事 建 築 工 事 業 （建）

０３ 大 工 工 事 大 工 工 事 業 （大）

０４ 左 官 工 事 左 官 工 事 業 （左）

０５ とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事業 （と）

０６ 石 工 事 石 工 事 業 （石）

０７ 屋 根 工 事 屋 根 工 事 業 （屋）

０８ 電 気 工 事 電 気 工 事 業 （電）

０９ 管 工 事 管 工 事 業 （管）

１０ ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事業 （タ）

１１ 鋼 構 造 物 工 事 鋼 構 造 物 工 事 業 （鋼）

１２ 鉄 筋 工 事 鉄 筋 工 事 業 （鉄）

１３ ほ 装 工 事 ほ 装 工 事 業 （ほ）

１４ し ゅ ん せ つ 工 事 し ゅ ん せ つ 工 事 業 （ゅ）

１５ 板 金 工 事 板 金 工 事 業 （板）

１６ ガ ラ ス 工 事 ガ ラ ス 工 事 業 （ガ）

１７ 塗 装 工 事 塗 装 工 事 業 （塗）

１８ 防 水 工 事 防 水 工 事 業 （防）

１９ 内 装 仕 上 工 事 内 装 仕 上 工 事 業 （内）

２０ 機械器具設置工 事 機 械 器 具 設 置 工 事 業 （機）

２１ 熱 絶 縁 工 事 熱 絶 縁 工 事 業 （絶）

２２ 電 気 通 信 工 事 電 気 通 信 工 事 業 （通）

２３ 造 園 工 事 造 園 工 事 業 （園）

２４ さ く 井 工 事 さ く 井 工 事 業 （井）

２５ 建 具 工 事 建 具 工 事 業 （具）

２６ 水 道 施 設 工 事 水 道 施 設 工 事 業 （水）

２７ 消 防 施 設 工 事 消 防 施 設 工 事 業 （消）

２８ 清 掃 施 設 工 事 清 掃 施 設 工 事 業 （清）

２９ そ の 他 １～２８以外の建設業 （他）



測量・建設コンサルタント等

《登録部門及び希望業務一覧表》

部

門
登 録 名 及 び 希 望 業 務

測 量 一 般

地 図 の 調 整
測

量 航 空 測 量

建 築 一 般

意 匠

構 造

暖 冷 房

衛 生

電 気

建 築 積 算

機 械 積 算

電 気 積 算

建築

関係

建設

ｺ ﾝ ｻ

ﾙﾀﾝﾄ

業務

調 査

建設

ｺ ﾝ ｻ

ﾙ

ﾀﾝﾄ

河川・砂防及び海岸 、 港湾及び空港 、 電力土木 、 道路

鉄道 、 上水道及び工業用水 、 下水道 、 農業土木 、 森林土木

水産土木 、 造園 、 都市計画及び地方計画 、 地質 、 土質及び基

礎

鋼構造及びコンクリ－ト 、 トンネル 、 施工計画・施工設備及び積算

建設環境 、 建設機械 、 電気・電子

交 通 量 調 査

環 境 調 査

経 済 調 査

分 析 ・ 解 析

宅 地 造 成

電 算 関 係

計 算 業 務

資 料 等 整 理

土木

関係

建設

ｺ ﾝ ｻ

ﾙﾀﾝﾄ

業務

施 工 管 理

地 質 調 査

土 地 調 査

土 地 評 価

物 件

機 械 工 作 物

営業補償・特殊補償

事 業 損 失

補償

ｺﾝ

ｻﾙ

ﾀﾝﾄ

補 償 関 連

不 動 産 鑑 定

補償

関係

ｺﾝ

ｻﾙ

ﾀﾝﾄ

業務

登 記 手 続 等

漏 水 調 査その

他
そ の 他



物品・製造・役務提供関係

《希 望 業 種 一 覧 表》

業種

ｺｰﾄﾞ
業 種 品 名

０１ 建 設 資 材 鋼材、木材、砕石、砂、真砂土、鋳鉄管、陶管、道路保安用

品、道路補修材、塗料、ガラス、コンクリ－ト二次製品、セメ

ント、一般建材、給排水資材等

０２ 燃 料 石油（ガソリン、軽油、灯油、重油、その他）

プロパンガス、雑燃料等

０３ 機 械 器 具 土木建設機械、各種機械部品、公害測定、分析機器、

気象観測機器、工作用、光学用（写真材料を含む。）

ミシン及び編機、水処理機器、度量衡、厨房機器、時計

等、福祉及び介護に関する機械器具全般

０４ 事 務 用 品 事務用機器、文具、スチ－ル製品、印版、和洋紙、黒板、

教材、写真、フィルム、現像、木工、製作、家具、インテリア、

シュレッダ－等

０５ 教 育 用 品 学校教材、保育用品、ＯＨＰ、一般運動用品、武道用品、

運動用機器、テント、一般楽器等

０６ 車 両 自動車販売（消防車を除く。）、自動車部品、自動車修理、

タイヤ、バイク、自転車等、車両リース

０７ 消 防 用 機 器 消防用品、消防自動車等

０８ 電 気 ・ＯＡ機 械器 具 強電気、弱電気、ＯＡ周辺機器（但し電気製品のみ、机等は

事務用品）、放送、家電製品、音響機器等

０９ 医 療 ・理 化 学 用 品 医療用機器、理化学用機器、レントゲン機器、衛生材料、

医薬、医薬防疫薬品、試薬、工業用薬品等

１０ 日 用 雑 貨 品 衣料、寝具、ゴム、皮革、ビニ－ル製品、記念品、宣伝

用品、金物、荒物、食器、その他

１１ 印 刷 印刷、軽印刷、地図、青写真、航空写真、ＯＣＲ様式、

連続帳票印刷、封筒、製本、マイクロフィルム作製等

１２ 看 板 ・ 標 識 案内板、垂れ幕、のぼり、看板、交通安全施設等

１３ そ の 他 物 品 上記の品目に属しない物品

１４ ビ ル 管 理 清掃、衛生管理会社、施設設備、機械保守点検業者

１５ 警 備 警備専門業者

１６ 設備・機器の保守点検 機器保守点検を主たる業務とする業者

１７ システム開発（機器） システム構築、コンサルティング業務等の受託を主とする業

者

１８ Ｃ Ｐ ソ フ ト ウ ェ ア コンピュ－タソフトウェア開発等の受託を主とする業者

１９ イ ベ ン ト ・ 広 告 催事の企画立案、各種デザイン、広告等

２０ リ － ス ・ レ ン タ ル

（車両リース除く）

コンピュ－タ、パソコン、印刷機、複写機、

２１ 害 虫 ・ 害 獣 駆 除 シロアリ、ダニ、ねずみ、蜂等

２２ その他サ－ビス提供 上記の品目に属しない役務（サ－ビス）



《営業に必要な許可・認可等一覧表》

業 種

食 品 販 売 業

農 薬 販 売 業

毒 劇 物 販 売 業

計 量 器 販 売 業

医 薬 品 販 売 業

医 療 用 具 販 売 業

揮 発 油 販 売 業

高 圧 ガ ス 販 売 業

液 化 石 油 ガス販 売 業

古 物 回 収 業

＊上記以外でも法律・条例等に関し、許可・認可等を必要とする場合は、必ず許可・

認可等の写しを提出して下さい。

＊提出がない場合は、指名を見合わせる場合があります。



《提出書類一覧表「全業種共通」（兼チェック表）》

＊申請書を提出する前に必ず下表のチェック欄（○印を付ける。）で確認し、申請書を提出する際に

必ず提出して下さい。

とじ順 提 出 書 類 写し 特 記 事 項 チェッ

ク欄

１

(選択)

一般競争(指名競争)参加資格審査

申請書関係一式

可 インタ－ネット申請の場合は一部様式は不要。

福岡県・全省庁統一様式（建設工事用）・国土交通省

様式でも可、申請書の申請者は本社(店)の代表者と

し、印鑑は不要とする。

２

(共通)

国税・地方税(都道府県市町村)の納

税証明書又は滞納がない証明書

可 関係官公庁、自治体が発行するもの。

３

(選択)

国・都道府県の許可(登録)証明書 可 別表「工事分類表」「登録部門及び希望業務一覧表」

「希望業種一覧表」による。

更新手続き中のものは、更新手続き中であることを

確認できる書類。

４

(選択)

工事経歴書(建設工事)

測量等実績調書(測量･建設ｺﾝ等)

営業(納入)経歴書(物品関係)

可 記入要領参照、任意様式でも可

貴社作成の印刷物でも可

５

(選択)

営業所一覧表又は営業経歴書 可 任意様式でも可

貴社作成の印刷物でも可

６

(選択)

登記簿謄本又は身分証明書 可 法人は登記簿謄本、個人は身分証明書

提出時の直前３ケ月以内

経営事項審査結果通知書(建設工

事)

但し、建設業法第 3条第 1項但し

書きの軽微な建設工事を除く。

Ａ４版(直前分)で、審査結果通知書が受付期限迄に

間に合わない場合は、審査申請書(審査済の押印があ

るもの)工事種類完成高及び経営状況分析終了通知

書を提出すること。

但し、審査結果通知書を受け取った後直ちに提出す

ること。

７

(選択)

現況報告書(測量･建設ｺﾝ等のみ)

可

建設ｺﾝｻﾙ、補償ｺﾝｻﾙ、地質調査について申請する場

合は、それぞれに係る現況報告書の写し(確認済みの

あるもの)を提出すること。

現況報告書を提出する場合は、業務経歴書、技術者

経歴書、財務諸表は提出不要

８

(共通)

使用印鑑届 不

可

実際に本町との取引に使用する印鑑届を捺印。任意

様式でも可

９

(共通)

委任状 不

可

本町との取引を代理人に行わせる時。

任意様式でも可

１０

(共通)

誓約書 不

可

粕屋町独自様式

本社(店)の実印を押印のこと。

１１

(選択)

技術者経歴書又は技術職員名簿(建

設工事)

技術者経歴書(測量･建設ｺﾝ等及び

物品関係)

可 任意様式でも可

印刷物でも可

１２

(選択)

下水道工事内訳書(希望者のみ) 可 粕屋町独自様式

１３

(選択)

財務諸表(測量･建設ｺﾝ等及び物品

関係)

可 貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書(１年分)

又はそれに代わるもの。任意様式可

１４

(選択)

＊業者カ－ド（全業種共通）

（１種類につき １枚）

可 粕屋町独自様式※インターネット申請の場合は不要

（２種類以上登録の場合は複写して別々に提出のこ

と）

(前回登

録業者)

平成２２・２３年度粕屋町競争

入札参加資格申請に係る更新手続

きについての案内

可 本町（平成２０・２１年度）に登録のある業者のみ

に、ＦＡＸにて発送しています。



＊ 書式サイズは、日本工業規格Ａ４版（拡大又は縮小）とします。

＊ インタ－ネットで申請される方は、１から１４のうち重複しないものは郵送（持参）

願います。

インタ－ネット接続の環境等の理由がある場合は、郵送による申請でも認めますが

書類が完備されていることが条件です。

＊ １から１４までを兼チェック表で確認され、順番に並べクリップ等で止めて持参し

て下さい。（ファイル、バインダ－等表紙は不要です。）

＊ 専用フォルダ－は粕屋町役場で用意しますので購入する必要はありませんが、厚さ

は最大３０㎜程度で収めて下さい。

＊ 受理票は今回自動的に発行しませんので、必要な方はインタ－ネット申請の場合や

郵送により申請された方は、８０円切手を貼付した封筒又は返信用ハガキを用意し

郵送して下さい。受付印を押印して返送します。

直接持参される方は、受理票を準備された上で申し出て下さい。

＊ 書類に不備があった場合は、再提出を求めます。書類が揃ってなければ正式受理は

しません。



平成２２・２３年度有効分 粕屋町競争入札参加資格申請関係様式一覧

（建設工事関係）今回の要領には添付していません。（ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞでﾀﾞｳﾝﾛ-ﾄﾞ可能）

別紙様式第 11 号 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）

別紙様式第 12 号 第１号のつづき（完成工事高）

別紙様式第 13 号 営業所一覧表

別紙様式第 14 号 工事経歴書

別紙様式第 15 号 技術職員経歴書

別紙様式第 16 号 技術職員名簿（第 5 号か本様式どちらでも可）

別紙様式第 17 号 畳工事業等における経営事項審査表（希望される業者のみ提出）

別紙様式第 18 号 下水道工事内訳書（希望される業者のみ提出）

（測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）今回の要領には添付していません。（ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞでﾀﾞｳﾝﾛ-ﾄﾞ可能）

別紙様式第 19 号 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）

別紙様式第 10 号 第 9 号のつづき（測量等実績高）

別紙様式第 11 号 第 10 号のつづき（自己資本額、損益計算書、貸借対照表、経営比率、

常勤職員の数、有資格者数、外資状況、営業年数等）

別紙様式第 12 号 経営規模等総括表（第 10・11 号か本様式どちらでも可）

別紙様式第 13 号 営業所一覧表

別紙様式第 14 号 測量等実績調書

別紙様式第 15 号 技術者経歴書（物品関係で該当すれば本様式を使用）

（物品･製造･役務提供関係）今回の要領には添付していません。（ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞでﾀﾞｳﾝﾛ-ﾄﾞ可能）

別紙様式第 16 号 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（物品製造等）

別紙様式第 17 号 第 16 号のつづき（製造等実績高）

別紙様式第 18 号 第 17 号のつづき（自己資本額、経営状況、外資状況、営業年数等、

常勤職員の数、設備の額、主要設備の規模）

別紙様式第 19 号 営業所一覧表

別紙様式第 20 号 営業（納入）経歴書

（全業種共通）今回の要領に添付しているもの。（ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞでﾀﾞｳﾝﾛ-ﾄﾞ可能）

別紙様式第 21 号 委任状（但し、該当の場合のみ）

別紙様式第 22 号 誓約書

別紙様式第 23 号 使用印鑑届

別紙様式第 24 号 競争契約参加資格審査申請書変更届（建設工事、測量等、物品製造等）

別紙様式第 25 号 粕屋町入札参加資格審査用業者カ－ド（全業種共通）

＊ 第 21 号は、支店等に委任される場合のみ提出願います。

＊ 第 22・23 号の様式は、申請される全ての業者の方は必ず提出願います。

＊ 第 24 号の様式は、申請後変更が生じた場合に使用して下さい。

＊ 第 25 号の様式は、インターネット申請される方は提出の必要はありません。



粕屋町別紙様式第２１号 （用紙Ａ４）

委 任 状

平成 年 月 日

粕屋町長 様

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 名 ○印

私は、つぎの者を代理人と定め下記の権限を委任します。

記

受 任 者

自 平成２２年 ４月 １日

受任期間 至 平成２４年 ３月３１日

委任事項

１．見積、入札、契約締結並びに工事等施工に関する件

１．一般競争参加資格確認申請に関する件

１．公募型等指名競争入札応募申請に関する件

１．代金及び前払金の請求並びに受領に関する件

１．工事等の完成保証に関する件

１．復代理人の選任及び解任に関する件

１．共同企業体の一切の権限に関する件

１．その他これに附随する一切の件

以下余白



粕屋町別紙様式第２２号 （用紙Ａ４）

誓 約 書

平成 年 月 日

粕屋町長 様

（本社又は本店）

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 名 ○印

（実印）

平成２２年度・平成２３年度の粕屋町における建設工事の請負契約、測量・

設計等の業務委託及び物品の購入等並びにその他の契約に係る入札（見積を含

む。）に参加するに当たり、次の事項を誓約いたします。

１ 入札（見積を含む。）ごとにおいて配布を受ける指名（又は見積り）通知書

等に添付されている事項及び「入札心得書」等の内容を遵守すること。

２ 入札に際しては、他の入札参加者と談合若しくは何等の協議を一切しない

こと。

３ 上記事項に違反した場合は、指名停止等（不正行為に対する違約金・損害

金・誓約保証金を含む。）の措置をされても一切異議がないこと。



粕屋町別紙様式第２３号 （用紙Ａ４）

使 用 印 鑑 届

使 用 印 実 印

上記の印鑑は、入札（見積り）に参加し、契約の締結並びに代金の請求受領のため使用したいので、

お届け致します。

平成 年 月 日

粕屋町長 様

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 名 ○印

(実印)



粕屋町別紙様式第２４号 （用紙Ａ４）

競争契約参加資格審査申請書変更届（建設工事、測量等、物品製造等）

平成 年 月 日 登 録 町 名 粕 屋 町

登 録 業 種 名

粕屋町長 様 資格確認通知書の 平成 年 月 日

交付年月日・番号 第 号

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 名 ○印

下記のとおり変更があったので届出をします。

１ 変更内容 記

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日 備 考

２ 変更事項に係る添付書類名

［記載事項］

１ 登録されている資格の種類を、表題の（建設工事、測量等、物品製造等）に○印を付すこと。

２ 本様式に収まらない場合は、裏面等に記載することとし、その旨を本様式の欄外に注記すること。

３ 登録後に業種を追加することは認められません。

４ 有効期間中における経営事項審査の中身の変更については更新いたしませんが、参考として最新の経審を提出して頂くこともあります。




